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１【提出理由】 

 当社の主要株主に異動がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令

第19条第２項第４号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

  

２【報告内容】 

主要株主の異動 

(1）当該異動に係る主要株主の名称 

主要株主となるもの      富士フイルムホールディングス株式会社 

  

(2）当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割合 

① 当該主要株主の所有議決権の数 

異動前       －個 

異動後     28,990個 

② 総株主等の議決権に対する割合 

異動前       －％ 

異動後      12.20％ 

 （注） 上記②記載の割合の算出につき、平成20年２月25日以降になされた単元未満株式の売渡請求との関係で増加した

議決権数は考慮しておりません。 

  

(3）当該異動の年月日 

平成20年２月28日 

  

(4）その他の事項 

 本報告書提出日現在の資本金の額及び総株主等の議決権数は次の通りであります。 

資本金の額          37,400百万円 

総株主等の議決権数       237,501個 

 （注） 上記総株主等の議決権数の算定にあたり、平成20年２月25日以降になされた単元未満株式の売渡請求との関係で

増加した議決権数は考慮しておりません。 
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